
２　県内市町村の取り組み

 (1)　国際化指針等策定状況

市町村 計画名 策定時期 概要

尾 道 市 尾道市総合計画 平成8年3月
海外を含めた多様な交流連携を進めるシステムづくりを行い，国
内外との芸術文化交流を推進し，結びつきを深める。

因 島 市
第3次因島市長期総合計画
（国際交流）

平成11年
国際交流の推進・国際感覚を身につけた人材の育成等国際化に向
けた取り組み

福 山 市
第三次福山市総合計画後期基本
計画

平成13年2月

国際交流活動の中心的な役割を担っている「ふくやま国際交流協
会」の運営を支援し，広く市民を対象とした各種の国際交流事業
や在住外国人対策事業を展開することによって，市民の国際意識
の醸成を図り，国際化に対応したまちづくりを進める。
引き続き，ふくやま国際交流協会をはじめ，国際交流関係団体・
機関との連携協力の下，外国人・異文化に対する理解を深めると
ともに，外国人が住みやすく，多様な交流を行いやすい環境づく
りを促進し，世界に開かれた都市・福山を目指した市民レベルで
の国際交流を推進する。

東 広 島 市
第3次東広島市総合計画
（交流の促進）

平成6年9月

市民1人ひとりの国際認識と地域文化の国際性を高めるため，世
界に開かれた都市にふさわしい国際感覚の高揚を図るとともに，
市民レベルでの文化・スポーツなどの多様な交流を積極的に促進
する。 また，都市間交流については，各分野にわたって多面的
な交流を展開し，経済面での交流や人的交流を支援し，都市の活
性化を図る。

廿 日 市 市 廿日市市国際化推進計画 平成4年

（１）推進体制の整備
（２）国際感覚の高揚
（３）多様な国際交流の推進
（４）外国人の住みやすく訪れやすい環境づくりの推進

安 浦 町 第２期安浦町長期総合計画 平成10年3月
国際化時代，交流時代に対応し，郷土をみつめ国際的な視野を備
えた人づくりを進めるとともに，多様な交流活動の展開に努め
る。

世 羅 町 世羅町国際交流推進計画 平成14年11月

世羅町は，国際交流推進会議を通して近隣の甲山町，世羅西町と
連携を図るとともに，世羅町国際交流推進計画に基づいて，外国
人講師や留学生を招聘するなどの国際交流を推進し，世羅台地の
活性化を図る。

上 下 町
国際交流推進計画
「国際色豊かな町をめざして」

平成7年 国際交流の基本方針，施策内容，国際化のための戦略

　　　　　　　　　　　　　　　　　（広島県総務企画部国際企画室調べ）



(2)  県内市町村の国際交流・協力事業（平成15年度）

市 町 村 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

広 島 市

<土と緑のふれあいの郷づくり事業>
ボランティアによる海外援助米生産事
業

安佐南区戸山地区において一般市民による海外援助米の生産奉仕
活動の場を提供し，都市住民と農村住民の交流を通じて地域の活
性化を図るとともに，農業に対する理解や国際社会への貢献など
市民の自主性，自発的な活動を助長する。
　主体：広島市，ＪＡ，地域生産者組織・町内会，ライオンズク
ラブ
　参加者：一般公募のボランティア150人
　輸出先：民間援助団体「マザーランド・アカデミー」（東京都
品川区）を通じてアフリカ・マリ共和国へ
　時期：5月24日（田植え），6月28日（草取，荷札づくり），9
月27日（稲刈り），10月25日（収穫祭（焼き芋等）），11月末
（発送）

665 市民局振興課，安佐
南区役所市民部区政
振興課，同農林建設
部農林課

大邱広域市との交流推進事業
（芸術団受入）

本市と大邱広域市は，両市市民の最大の祭りである「フラワー
フェスティバル」と「ﾀﾙｸﾞﾊﾞﾙ祝祭」に平成8年度から10年度まで
は毎年相互に，平成11年度からは隔年で代表団及び芸術団の派遣
を行ってきた。平成15年度については，「フラワーフェスティバ
ル」に大邱広域市代表団及び芸術団を受入れる番となっている。
これにより，大邱広域市との人的交流を促進するとともに，両市
間の相互理解，国際意識の醸成を目指す。
　時期：平成15年5月（3泊4日）
　受入：15名

728

 

市民局
文化スポーツ部
（文化担当）

ひろしまオペラルネッサンス

高度な総合舞台芸術であるオペラの普及，定着に努め，オペラを
通して地域の芸術家や団体の育成・活性化を行い，同時に全国に
広島の高水準の文化として発信し，芸術文化の振興を図るため，
平成4年度からひろしまオペラルネッサンス事業を実施してい
る。平成15年度については，ワールドカップ共同開催等による日
韓文化交流の機運の盛り上がりをふまえ，指揮者に広響専属指揮
者で韓国人の金洪才氏を迎え，日韓歌手競演による公演を行い，
国際的な文化交流を行う。
　時期：9月27日～28日

23,000 市民局
文化スポーツ部
（文化担当）

国際スポーツ交流推進事業

姉妹・友好都市等とのスポーツ交流事業を実施することで，青少
年がスポーツを通じて国際感覚を培うとともに，「国際平和都市
広島」のメッセンジャー役を担うことで，相手国との友好親善と
相互理解を深める。平成15年度は，姉妹都市提携20周年記念事業
としてハノーバー市からスポーツ代表団を受入れ，これまでの友
好関係を促進させるとともにスポーツの振興を図る。
　時期：10月中旬（9泊10日）

2,736 市民局
文化スポーツ部
（スポーツ担当）
（（財）広島市ス
ポーツ協会に委託）

大邱広域市との交流推進事業

本市は大邱広域市と平成9年に姉妹都市提携し友好交流を行って
いるが，平成8年度から10年度までは毎年相互に，平成11年度か
らは隔年で代表団を派遣してきた。
平成15年度は，ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙに大邱広域市代表団及び芸術団を
受入ることにより，大邱広域市との人的交流を促進するととも
に，両市間の相互理解と友好親善の増進を図る。
　時期：5月（3泊4日)
　受入：4名

385 市民局
国際平和推進部
（国際交流担当）

ハノーバー市姉妹都市提携20周年記念
事業

平成15年度に姉妹都市提携20周年の重要な節目の年を迎えるにあ
たり，ハノーバー市で開催される20周年記念式典等の行事へ本市
議会代表団を派遣し，一層の友好親善の進展の契機とするととも
に，両市民の相互理解を深める。
　時期：平成15年9月上旬（6泊7日）
　人数：①代表団 4名（市長，ﾋﾛｼﾏﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ2名ほか）
　　　　　②芸術団 6名（団員5名ほか）
　　　　　　※団員旅費は1/3自己負担
また，ハノーバー市から代表団を受入れ，両市の交流の一層の促
進を図る。
　時期：平成15年8月　（4泊5日）
　人数：代表団 4名（市長ほか）

10,368 市民局
国際平和推進部
（国際交流担当）

「姉妹・友好都市の日｣の開催及び
｢ヒロシマ・メッセンジャー｣の運営

平成13年度に創設した｢姉妹・友好都市の日｣に市民参加型の交流
行事を実施することにより，市民交流の一層の拡大と市民の国際
意識の高揚を図るとともに，「ﾋﾛｼﾏ・ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ」を募集し，
「姉妹・友好都市の日」の催事に係る企画，立案，進行役などを
行ってもらう。
また，姉妹友好都市のうち1都市の市長一行を平和記念式典に招
聘し，今後の国際交流の協議を行う。

5,761 市民局
国際平和推進部
(国際交流担当）
((財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰに委託）

第1回日米都市ｻﾐｯﾄ広島開催準備

日米都市サミットは，日米都市間のネットワークを拡大・強化
し，日米の各都市が抱える諸課題の効果的な解決方策を探り，経
済並びに人的資源の結びつきを密にすることによって地域の諸活
動を活発化することを目的としている。平成16年（2004年）に第
1回サミットを本市において開催することから，より効果的で魅
力ある会議にするため，企画及び円滑な準備を進める。

277 市民局
国際平和推進部（国
際交流担当）

国際関係機関の誘致・支援（県調整）

平成11年度に県，商工会議所と広島県国際機関誘致連絡会議を設
立し，当面は中国領事館，さらには他の外国公館等の誘致を推進
するための積極的な活動等を展開する。

400 市民局
国際平和推進部（国
際交流担当）

ひろしま国際協力事業の推進

ひろしま国際協力基金による研修員受入れ及び中古作業車両寄贈
事業。
＊受入対象;１ 名，6ヶ月間    環境保全研修  (自治体職員協力交流
事業による)
＊中古作業車両の寄贈事業   平成14年度研修員を受入れたカンボ
ジア・プノンペン特別市に対して２台を寄贈する。

5,565 市民局
国際平和推進部
(国際交流担当）
(資機材の供与は(財）
広島平和文化ｾﾝﾀｰに
委託）

外国青年招致事業

自治体国際化協会及び総務省，外務省，文部科学省によって実施
されている外国青年招致事業（ＪＥＴプログラム）によって外国
青年を国際交流員として招致し，国際交流事務の円滑な遂行を図
る。
受入：4名（内中国重慶市から1名）

23,866

  

市民局
国際平和推進部（国
際交流担当）



市 町 村 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

広 島 市
ピースメッセンジャー都市国際協会へ
の参加

2003年ピースメッセンジャー都市国際協会年会費
ピースメッセンジャー都市国際協会は，国際平和年の1986年に，
国連事務総長から国際平和に貢献があったとしてピースメッセン
ジャーに認定された都市の集まりで，現在80都市が加盟し，総会
決議文の各国政府及び国際機関への送付などを通じて世界平和の
実現に向けた取り組みを行っている。

133 市民局
国際平和推進部（平
和推進担当）

原爆展・平和学習用資料の充実（「ｻﾀﾞ
ｺと折り鶴」関連）

平成14年度に主に小・中・高生を対象とした平和学習用貸出資料
として作成するポスター「サダコと折り鶴」（仮称）の関連資料
として，新たに図書，ビデオの購入及びホームページのCDROM
作成を行い，ポスターと組み合わせて貸出しを行うことで，平和
学習をより効果的なものとし，平和意識の高揚を図る。

593 市民局
国際平和推進部
（平和推進担当）
（（財）広島平和文
化ｾﾝﾀｰに委託）

ヒロシマ・ピースフォーラムの開催

多角的な議論を通して，参加者が被爆体験を深く理解し，平和活
動を自主的・積極的に行うことへの動機づけを与えることを目的
に，開設する。また，参加者は修了後，ピースメーカーズとして
具体的な行動プログラムを作成し，今後の被爆体験継承プログラ
ム推進の一助とする。
 人数：４０名（公募）

1,553 市民局
国際平和推進部
（平和推進担当）
（（財）広島平和文
化ｾﾝﾀｰに委託）

「広島・長崎講座」開設・普及に向け
た調査研究

「広島・長崎講座」開設に向けて，講座の方向性や実現への課題
及びその解決策について調査，研究する。
①広島・長崎講座検討会議（仮称）の開催
　　　場所：パリ政治学研究所
　　　時期：4月
　　　派遣人数：4名（市長，大学教授，被爆者，課長級）
②「ヒロシマ･ナガサキ･デー」開催支援
　　　場所：パリ政治学研究所
　　　時期：秋
　　　派遣人数：1名（大学教授）
③「広島・長崎講座」ｺﾝﾌｧﾚﾝｽ・被爆者交流ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催
　　　場所：モスクワ市，ボルゴグラード市
　　　時期：5月
　　　派遣人数：3名（大学教授，被爆者，部長級)

10,410 市民局
国際平和推進部
（平和推進担当）
（（財）広島平和文
化ｾﾝﾀｰに委託）

アクション21
｢核兵器保有国への平和メッセージの伝
達｣

広島市長がインド・パキスタンを訪問し，政府の政策や世論に影
響を与え得る人々に核兵器廃絶及び両国の和解に向けた取組みを
要請するとともに，マスメディアを通じて，核兵器の廃絶を求め
る被爆者のメッセージを国民に知らせることなどにより，世論を
さらに喚起することを目的とする。主要大学訪問では「広島・長
崎講座」設置についての協力要請を行うとともに講演を行い，さ
らに，一般市民を対象とした講演会を開催する。
　時期：10月または11月（7泊8日）
 派遣：市長ほか1名

2,920 市民局
国際平和推進部
（平和推進担当）
（（財）広島平和文
化ｾﾝﾀｰに委託）

平和宣言の普及
市長が平和宣言を読み上げる映像と音声を広島市ホームページや
ヒロシマ・ピースサイト，資料館ビデオコーナーで国内外に発信
する。

731 市民局
国際平和推進部（平
和推進担当）

核実験抗議行動
－「ヒロシマからのメッセージ」送付
事業－

核実験実施時に，これまでの抗議文の送付及び抗議声明の発表に
加え，核実験実施国の学校100校に図録及び平和宣言を市長メッ
セージ゛と共に送付する。

521 市民局
国際平和推進部（平
和推進担当）

ＣＴＢＴＯ会議の開催

包括的核実験禁止条約（CTBT）第2条に基づき，包括的核実験禁
止条約機関（CTBTO)が設立される。このCTBTO準備委員会が検
証制度の確立に向けた準備・検討を行っており，その一環として
毎年世界各地でワークショップを開催しているが，このワーク
ショップを2003年に広島で開催し，核兵器廃絶に向けた広島の意
志を世界に伝えるとともにCTBT発効促進に向けた機運醸成を図
る。
　時期：6月29日～7月3日

804 市民局
国際平和推進部（平
和推進担当）

国際的人権問題啓発事業

国際的人権問題に関する講演会を行う。市民，企業関係者，市職
員の国際理解の促進と多文化共生意識の醸成を図っていく。
（財）平和文化センターに委託。
　講演：「外国人の定住化と21世紀の日本社会」（仮題）
　講師：明治大学商学部助教授　山脇啓造（予定）
　時期：平成16年2月

805 市民局人権啓発部

外国人市民施策懇談会の運営

外国人市民の市政参加を促進し，市民と行政，外国人市民と日本
人市民の協働による多文化共生社会づくりを推進するため，懇談
会を運営する。
平成15年度は「外国人市民施策基本指針」を検討するため，懇談
会（年3回）及び指針検討部会（年4回）を開催する。

941 市民局人権啓発部

放射線被曝者医療国際協力推進事業
（ＨＩＣＡＲＥ）

世界各地で発生している放射線被曝事故の被災者の治療に直接あ
たっている医療従事等に対する技術指導支援を行うため，海外か
らの医師等の受入研修や医師等の派遣を実施する。また，普及啓
発のための講演会等の開催や調査研究を行う。
　受入：39名
　派遣：7名

12,288 社会局
原爆被害対策部

在外被爆者支援事業の充実

広島または長崎において原子爆弾に被爆した者であって，日本国
内に居住地及び現在地を有しない者に対し，渡日して被爆者健康
手帳の交付が受けられるようにするための支援事業を行うことに
より，在外被爆者の健康の保持及び増進を図る。
・在外被爆者手帳交付渡日支援
・在外被爆者健康診断事業
・在外被爆者渡日治療支援
・在外被爆者支援環境づくり事業
・被爆確認証交付事務

193,481 社会局
原爆被害対策部



市 町 村 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

広 島 市 重慶市との環境保全交流事業

国際環境協力の一環として，重慶市との環境保全交流の推進を図
るとともに，国の事業である「日中環境開発モデル都市構想」に
参画することにより，本市の重慶市への環境保全対策をより実効
性のあるものとする。平成15年度は東京で開催される第5回日中
環境協力総合フォーラムへ参加する。

84 環境局
環境政策課

環境先進都市との意見交換会

ドイツの各都市における施策展開は，本市が目指すゼロエミッ
ションシティの先進的な取組事例であり，こうした先進的な都市
の環境担当部局職員等とごみ処理及び環境対策の取組状況，課題
等に関する意見交換を行うことにより，本市におけるゼロエミッ
ションシティ実現の取組みに活かす。

990 環境局
環境政策課

自動車関連産業活性化対策の推進（派
遣）　　（自動車部品関連企業の新規
受注等対策）

世界の自動車産業の生産・販売の将来性は中国をはじめとするア
ジア地域に移りつつあり，こうした動向に対応していくため，ア
ジア地域の動向や取引の可能性を調査するとともに，重慶市にお
いて具体的な取引に向けて活動を行う。
　時期：4月
　派遣：2名

607
  

経済局
産業誘致推進課

自動車関連産業活性化対策の推進（派
遣）（自動車デザイン関連企業の新規
受注等支援）

市長が，韓国の二大自動車メーカーに対し，自動車デザイン開発
会社（仮称）及び市域に集積された自動車関連産業の先進性につ
きトップセールスを行い，新規の自動車産業に関連する需要を喚
起することにより，広島市域経済の活性化を図る。また，欧州の
自動車メーカーに自動車デザイン関連企業を中心とした訪問団を
派遣し，自動車デザイン開発会社（仮称）の新規受注に向けて積
極的なセールス活動を行う。
　時期：4月
　派遣：韓国3名，欧州2名

3,090 経済局
産業誘致推進課

海外企業の投資促進

本市の産業構造の高度化，多角化を図るための施策の１つとして
外資系企業の誘致に積極的に取り組んでいる。平成15年度は，ロ
シア，ドイツとの経済交流を深めるための事業を展開する。ロシ
アについては，昨年度のトップセールスを踏まえ，今年度は民間
企業を中心としたミッションを派遣しビジネスマッチングの促進
を図る。ドイツについては，ハノーバー市で開催される20周年記
念式典に併せて，経済セミナーを開催するとともにトップセール
スを行う。
　①派遣：平成15年7月（6泊7日），3名
　②派遣：平成15年9月（6泊7日），1名

4,511 経済局
産業誘致推進課

韓国における広島地域の観光誘致

近年の訪日外国人観光客の中では韓国が大きな比重を占めている
が，本市等への入込はまだ少なく韓国からの誘客の拡大に取組む
必要がある。15年度については，本市，呉市及び近隣市町等で実
行委員会を設置し，大邱広域市内で，本市等の観光や物産を紹介
する観光展を開催するなど，積極的なＰＲと誘客の促進を図る。
　時期：8月

1,500 経済局
観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ
推進部

JICA集団研修員の受入れ
JICA集団研修員を受入れ，本市において研修を実施する。 28 都市計画局

計画調整課

ﾓｻﾞｲｶﾙﾁｬｰ国際大会ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ2003への
出展

「ﾓｻﾞｲｶﾙﾁｬｰ国際大会ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ2003」は高度な技術をもちいた
草花によるﾓｻﾞｲｸ芸術（ﾓｻﾞｲｶﾙﾁｬｰ）の国際展示会である。この
ｲﾍﾞﾝﾄに本市から作品を出展することにより，平和都市ﾋﾛｼﾏを国
際的にアピールし，2003年に提携5周年を迎えるﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ市ほか
様々な都市との交流を発展させるとともにﾓｻﾞｲｶﾙﾁｬｰの技術研修
を行い，この技法を広島において発展させる。
　期間：6月20日～10月6日

3，001 都市計画局
緑化推進部

JICA集団研修員の受入れ
JICA集団研修員を受入れ，本市において研修を実施する。 33 都市計画局

住宅計画課

再生自転車海外譲与事業
（自転車等駐車対策費）

「広島市自転車等の放置の防止に関する条例」に基づき撤去した
自転車で，保管期間が満了し，本市が所有権を取得したものにつ
いて，利用可能なものは市内部で利用しているが大部分を不用物
品として廃棄処分している。このため，資源の再利用を積極的に
図り，また国際協力に寄与するため，再生自転車を開発途上国へ
継続的に譲与する。

2,243 道路交通局
道路管理課

ハノーバー専科大学との国際交流事業
学術交流協定を結んでいるハノーバー専科大学との教員の派遣受
入及び学生交流を実施。平成15年度は教授2名と学生の受入を行
う。

383 市立大学
事務局

ハワイ大学マノア校との国際交流事業
学術交流協定を結んでいるハワイ大学との教員の派遣受入及び学
生交流を実施。平成15年度は学生の短期受入を実施する。

265 市立大学
事務局

パリ装飾美術大学との学術協定締結
パリ装飾美術大学との学術交流協定を結ぶ。 1,267 市立大学

事務局

広島平和研究所
管理・運営（国際交流事業）

国際交流事業（他の研究機関等との連携構築､研究成果の発信） 2,853 市立大学
広島平和研究所

広島平和研究所研究費
研究テーマに関わる問題について国際シンポジウムを開催する。 9,000 市立大学

広島平和研究所

JICA中東地域上水道維持管理コース研
修員受入れ

本市の上水道施設の維持・管理の現状及びその中で実施されてい
る技術を理解し，問題発生時の的確な判断力と対処方法を取得
し，自国の問題点・課題を改善する方法について検討することを
目的とする。（2ヶ月間）

- 水道局企画総務課

重慶市第三人民医院との医学交流

平成元年度から重慶市第三人民医院との間で医師等の相互派遣を
実施しており，平成15年度については職員2名を派遣し，医学に
関する情報及び資料等の交換を行う。
　時期：10月頃
　派遣：2名

400 病院事業局安佐市民
病院事務室



市 町 村 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

広 島 市 大邱広域市との交流推進事業

本市は大邱広域市と平成９年に姉妹都市提携し友好交流を行って
いるが，平成8年度から10年度までは毎年相互に，平成11年度か
らは隔年で代表団を派遣してきた。
平成15年度は，ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙに大邱広域市代表団及び芸術団を
受入れることにより，大邱広域市との人的交流を促進するととも
に，両市間の相互理解と友好親善の増進を図る。
　時期：5月（3泊4日）
　受入：4名

121
  

市議会事務局
総務課

ﾊﾉｰﾊﾞｰ市姉妹都市提携20周年記念事業

平成15年度に姉妹都市提携20周年の重要な節目の年を迎えるにあ
たり，ﾊﾉｰﾊﾞｰ市で開催される20周年記念式典等の行事へ本市議
会代表団を派遣し，一層の友好親善の進展の契機とするととも
に，両市民の相互理解を深める。
また，ﾊﾉｰﾊﾞｰ市から代表団を受入れ，両市の交流の一層の促進
を図る。
　派遣：平成15年9月上旬（6泊7日)，3名
　受入：平成15年8月（4泊5日），4名

5,200 市議会事務局
総務課

海外地方自治行政視察

海外各都市の議会制度調査等を行うとともに，現地関係者と意見
交換を行い，相互理解を深め，国際親善に寄与する。
　人数：19人

18,000 市議会事務局
総務課

ﾊﾉｰﾊﾞｰ市青少年の受入れ
（姉妹都市提携20周年記念）

昭和43年から始まったハノーバー市との青少年交流については，
近年，青少年の派遣・受入れを隔年で行っている。平成14年度に
おいては，ハノーバー市へ青少年22名を派遣したところであり，
平成15年度においてはハノーバー市から青少年約30名を受入れ
る。
　時期：8月4日～8日（4泊5日）

　教育委員会
青少年育成部

ASIAD開催都市ユースキャンプ

アジア競技大会で培われた友好関係や交流をさらに発展させ，開
催都市間で未来を担う青少年の友情と協力を深める。第1回は平
成11年12月にタイ・バンコク市で，第2回は平成12年８月に中
国・北京市で，第3回は平成14年8月に広島で開催された。平成15
年はｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙで開催されるが，これに広島から青少年を派遣
し，互いの理解を深め，国際感覚を養う。（８泊9日）
派遣：職員2名，青少年6名

1,913 教育委員会
青少年育成部

英語指導助手受入事業

英語を母国語とする国から青年を招聘し，中・高等学校において
英語授業の補助にあたり，より活発な言語活動を通して生徒のｺﾐ
ﾆｭｹｰｼｮﾝ能力の育成や国際理解の基礎を培うとともに，英語担当
教員に対する現職研修への補助等にあたり，本市の英語教育の改
善充実に資する。

122,520 教育委員会
指導第二課
教職員課
総務課

若手教員海外派遣

若手教員を海外に派遣し，教育活動への参加，家庭滞在等の実体
験を通じて，国際的な視野に立った見識及び自覚を高めるととも
に，学校の国際化を推進するための中核となる教員を養成する。
　時期：９月～１１月（２ヶ月間）
派遣：１名
市立高等学校若手教員(25歳～35歳）

1,258 教育委員会
指導課第二課

英語担当教員派遣研修

英語担当教員が英・米国の大学において研修，家庭滞在を通じて
英語による理解力と表現力の向上を図り，英語教育の充実に資す
る。
　時期：７月～８月（１ヶ月間）
派遣：１名
市立中・高等学校英語担当教員(55歳以下）

500 教育委員会
指導課第二課

国際理解教育の推進
(教員の海外派遣）

国際的視野を広め，国際理解・平和教育に対する教員の資質向上
に努めるとともに，姉妹・友好都市の学校との教育実践の交流を
はじめ，学校間交流の推進を図る。
　時期：１０月下旬～１１月上旬（８日間）
　派遣：2名

741 教育委員会
指導課第二課

外国人児童生徒に関する教育について
の校内研修

幼稚園及び学校において教職員の在日外国人に関する問題の理解
と認識を深めるとともに在日外国人の児童生徒に関する教育の充
実を図る目的を持って行われる校内研修会に講師を招聘する。
　幼･小･中学校･養護学校45校，高等学校3校

594 教育委員会
指導第ニ課

在日外国人の児童生徒に関する
教育相談員

在日韓国・朝鮮人の児童生徒に関する教育相談員が市立学校の韓
国・朝鮮人・園児・児童・生徒の学習，進路，生活等について，
教職員や保護者への相談活動や助言を行う。

137 教育委員会
指導第ニ課

帰国・入園児童生徒教育支援事業

帰国・入国児童生徒で日本語の理解が不十分で，学習困難な状態
にある児童生徒に対し，日本語指導を行うとともに，帰国・入国
児童生徒教育を研究するための協議会へ参加する。また，児童生
徒の共生能力を育成するための交流会を開催する。

18,984 教育委員会
指導課第二課

学校チャレンジ２１推進事業
（新しい教育の推進）

21世紀教育改革推進総合プランに基づき，新しい教育を推進する
ため，学校が保護者・地域と一体となって教育活動を展開するな
かで，共に学び合うシステムを構築し，学校教育の基盤づくりを
行う。各学校が地域を学習の場とし，地域の協力を得て，国際性
豊かな教育への展開を図るなど創意工夫を生かした教育活動の充
実を図り，規範性，感性，コミュニケーション能力を育てる。
　派遣：市立高校生6名，受入：5名

49,044

  

教育委員会
指導課第一課



市 町 村 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

広 島 市

市立高等学校コースの充実

舟入高等学校及び美鈴が丘高等学校のコースの教育活動充実のた
め，講演会を実施する。
　講師：大学教授4人

72 教育委員会
指導第二課

国際青年会館主催事業

青年の国際相互理解と国際友好親善を深めるとともに，資質の向
上を図るため研修会や交流会を開催する。
登録ボランティア研修事業
日本文化紹介のための交流会等

487 教育委員会
生涯学習課

アジア草の根交流事業

「一館一国・地域の応援事業」の成果をもとに，事業をとおして
芽生えた公民館エリアの市民とアジアの国・地域との友好交流の
気運を市民レベルでの新たな交流の契機としてとらえ，友好的な
国際交流の促進を図る。
訪問：2か国（未定）

2,000 （財）広島市ひと・
まちネットワーク

公民館学習会
「国際理解・国際交流事業」

各公民館で「国際理解・国際交流事業」を実施する。（78事業） 2,796 （財）広島市ひと・
まちネットワーク

機関紙等の発行

財団の主張や国際交流・協力活動にかかる事業内容を市民及び外
国人に広く伝えその理解を図る。和文機関紙6000部，英文機関紙
2000部，「平和と交流」1700部

7,067 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ（総務課）

平和宣言の普及

平和宣言の趣旨を広く伝えるため，平和宣言を印刷し，自治体の
長や平和団体等へ送付するほか，一般に配付するとともに，解説
書を作成し，市内の中学生，平和団体等に配付する。
和文37,000部，英文19,000部，外国語500部×7ヶ国語，点字版200
部，解説書85,000部

2,044 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ（平和連帯推進
課）

「広島・長崎講座」設置協力プログラ
ム

「広島・長崎講座」開設に向け，既存の被爆資料等を活用した教
材の提供，モデル講座の開設支援などを実施する。
 (広島･長崎共同事業）
広島市，長崎市が半額ずつ負担

2,778 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ（平和連帯推進
課）

中国人民平和軍縮協会との交流

中国人民平和軍縮協会との相互訪問団派遣事業において，平成15
年度は先方から代表団を受入れ，核兵器廃絶と世界恒久平和を願
う「ヒロシマの願い」を訴え，相互理解の促進を図る。
　時期：１１月（7泊8日)
　受入：6名

2,122 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ（平和連帯推進
課）

世界平和都市連帯の推進

昭和57年6月の第2回国連軍縮特別総会において，広島・長崎両市
が提唱した「核兵器廃絶に向けての都市連帯推進計画」の賛同の
要請を世界中の都市に行い，世界の都市と連帯を推進し，核兵器
廃絶に向けての国際世論を喚起し，もって世界恒久平和に役立て
る。
＊加盟都市：105ヶ国541都市 （平成15年3月11日現在）
 (広島･長崎共同事業)
 広島市，長崎市が半額ずつ負担

3,381 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ（平和連帯推進
課）

平和市長会議事務局の運営

長崎市との連携のもと，平和市長会議の事務局の円滑な運営を図
る。
＊加盟都市  105ヶ国541都市 （平成15年3月11日現在）
 (広島･長崎共同事業)
 広島市，長崎市が半額ずつ負担

5,440 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ（平和連帯推進
課）

平和市長会議第6回理事会の開催

核兵器の廃絶と世界平和の実現に向けて平和市長会議の活動を強
化するため，マンチェスター市において第6回理事会を開催し，
平和市長会議の行動計画や再来年開催する第6回総会の運営など
について審議，決定する。
　時期：10月（6泊7日）
 (広島･長崎共同事業)
 広島市，長崎市が半額ずつ負担

7,994 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ（平和連帯推進
課）

インターネットによる市長会議の活動
強化

平和市長会議を日常的に活動できる組織にするために､第5回総会
において参加者の総意により採択された「総合的な行動計画」に
基づき，互いの有益な情報を交換，共有し，各加盟都市から意見
や情報を発信できるよう，ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをより充実させるとともに電
子ﾒｰﾙを活用した仕組みをつくる。
 (広島･長崎共同事業)
 広島市，長崎市が半額ずつ負担

1,225 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ（平和連帯推進
課）

国連軍縮フェローズの受入れ

発展途上国などの軍縮専門家を育成する目的で国連が主催する研
修計画「国連軍縮ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ」の研修生を受入れ，被爆者による体
験講話，原爆記録映画上映，平和記念資料館の見学等を行う。
＊受入れ人数：30人前後

839 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ（平和連帯推進
課）

国際平和シンポジウムの開催

核軍縮について考えるとともに，世界に「和解」の道を提示して
きたヒロシマの新たな行動について議論するシンポジウムを開催
する。また，被爆体験の風化が進む状況のなか，市民の核問題へ
の関心を高め，参加を促進することを目的に，芸術・文化事業を
あわせて行い，核問題を身近な問題として認識してもらう。
　時期：8月3日

7,776 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ（平和連帯推進
課）

平和に関するデータベースの運用

原爆，平和に関する資料の情報をコンピューターデータベースを
使って，保存，整理，体系化し，調査研究，学習への活用を推進
するとともに，インターネットを通じて国内外に発信する。

16,157 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ
（平和記念資料館啓
発担当）

教育委員会
指導第二課

市立高等学校生徒交換留学推進授業

自然科学・芸術・スポーツなど，より高度な知識や技能等の習得
を目指すとともに，国際的視野を持った高校生を育成することを
目的とする。
派遣：①平成14年9月～平成15年6月（2名，ｱﾒﾘｶ）
②平成15年1月～平成15年10月（3名，ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）
③平成14年9月～平成15年6月（1名，ｽｳｪｰﾃﾞﾝ）
受入：平成15年3月～平成16年1月（5名，ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾄﾞｲﾂ・ｶﾅ
ﾀﾞ・ｽｳｪｰﾃﾞﾝ）

5,198



市 町 村 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

広 島 市 ヒロシマ・ナガサキ原爆展の開催

海外において被爆の実相を伝え､核兵器廃絶に向けての国際世論を
醸成するため､長崎市と共同でﾋﾛｼﾏ･ﾅｶﾞｻｷ原爆展を開催する｡
派遣：　4名（事前協議1名，原爆展出席2名，証言者1名）
コベントリーでの業務は(財)長崎平和推進協会に委託
（広島・長崎共同事業）
　広島市，長崎市が半額ずつ負担

13,383 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ
（平和記念資料館啓
発担当）

国外原爆写真展用資料の提供

原爆被害の実相を広く伝え，平和意識の高揚を図るため，原爆展
の開催等を実施する世界各地の自治体，ＮＧＯ，学校等へポス
ター及びビデオの提供を長崎市と共同で行う。
（広島・長崎共同事業）
広島市，長崎市が半額ずつ負担

1,228 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ
（平和記念資料館啓
発担当）

子どもたちの平和の絵コンクールの開
催

子どもたちの平和意識を高揚させるため，広島市内及び海外の姉
妹・友好都市の小中学生から平和をテーマとした絵を募集し，コ
ンクールと展示会を開催する。
　時期：１１月上旬～１２月中旬

1,939 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ
（平和記念資料館啓
発担当）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる平和情報の発信

インターネット上にホームページ「ヒロシマ・ピース・サイト」
「キッズ平和ステーション」及び「バーチャル・ミュージアム」
を設置して，原爆・平和に関する情報を世界に発信し，被爆の実
相を伝えるとともに，核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けて
国際世論を喚起していく。

4,614 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ
（平和記念資料館啓
発担当）

青少年国際交流・協力スタディーツ
アーの派遣

次代を担う青少年から参加者を募り､開発途上国で活躍している青
年海外協力隊や国際協力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの活動現場等の視察などを通じ､
国際協力に関する意識を醸成するとともに､交流会等を通じて相互
理解と友好親善を深める｡
　時期：８月上旬（８泊10日)
　派遣：市民(青少年）10名

4,100 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ
（国際交流・協力
課）

シニア国際協力ボランティア養成セミ
ナー

これまで培ってきた経験やノウハウを開発途上国で活かすことに
関心があるシニア層の人を対象に，海外ボランティア活動への
きっかけ作りの機会を提供するとともに，国際協力ボランティア
活動の活性化を図り，更には国際社会の一員として国際協力ボラ
ンティア活動に積極的に参加できる人材の育成を目指す。
　時期：12月7日～16日（8泊10日）
　海外研修：市民10名程度（公募）

1,490 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ
（国際交流・協力
課）

国際交流・協力事業への助成

広島市内の団体が行う国際交流･協力事業に対し補助金を交付し，
市民の国際交流・協力事業への参画意欲を高め，市民団体の育成
と多様な国際交流・協力事業の推進を図る。 （年2回）
 *区分:｢国際交流・協力活動振興補助金」 ｢国際交流・協力活動育
成補助金｣

3,811 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ
（国際交流・協力
課）

国際交流ネットワークひろしまの運営

市内の国際交流・協力団体の情報交換と支援，研究の機会を提供
するために発足させた国際交流・協力団体等の連絡会議「国際交
流ネットワークひろしま」を運営し､団体相互のネットワーク化を
推進する。

1,898 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ
（国際交流・協力
課）

国際交流・協力推進に関する調査・研
究

国際交流･協力推進にあたり，職員の質の向上及び各種情報を収集
し，事業内容等について研究を行うとともに，他の関係機関との
連携を図り，新たな事業の展開を模索する。

1,232 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ
（国際交流・協力
課）

国際交流員による国際交流事業の実施

国際交流員による，市民の国際交流・協力への意識の醸成や国際
交流･協力に係る情報提供を効果的に行うことで，本市の国際理解
の推進に資する。
①小・中学校等への派遣
②相談日の実施

101 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ
（国際交流・協力
課）

国際理解セミナーの開催
最近の国際情勢，異文化理解などに関するセミナーを開催し，市
民の国際意識の醸成と国際理解の推進を図る。（年2回）

612 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ
（国際交流・協力

国際交流・協力の日の開催

ＮＧＯ団体を中心に在外外国人を含む市民が様々な国際交流・協
力事業を運営することで団体間の連携を強化するとともに，市民
の国際交流・協力，地球環境と共生社会への関心を高め，地球市
民としての共生意識の醸成を図る。
＊内容：研修会，展示，バザー等の実施
　時期：11月16日（予定）

3,017 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ
（国際交流・協力
課）

海外からの来訪者の受入
姉妹･友好都市等からの公式訪問団､市民ｸﾞﾙｰﾌﾟ､市民（公的団体等
に属する者)を受入れ､広島市民との交流を進めることによって､相
互理解と友好親善を深める｡

452 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ
（国際交流・協力

ぺあせろべの開催

昭和59年度より実施。市民と様々な国籍の外国人が集い，各国の
食文化や民族芸能等を通じてお互いのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図り，市民レ
ベルの交流を促進する。
＊共催;ぺあせろべ実行委員会（ボランティア団体），（財）広島
国際文化財団
　時期：10月(予定)

585 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ
（国際交流・協力
課）

情報誌の発行

外国人のための生活・文化情報を提供する情報誌を発行するとと
もに，これらの情報をｲﾝﾀｰﾈｯﾄでも提供する。

128 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ
（国際交流・協力
課）

インターネットでの情報発信・受信機
能の充実

国際交流･協力活動情報，ﾈｯﾄﾜｰｸ団体情報等のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの内容を
随時更新し，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを利用した情報発信，受信機能の充実を図
る。

1,880 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ
（国際交流・協力

資本機材の寄贈（一部再掲）
ひろしま国際協力基金による中古作業車両の寄贈事業。 1,510 （財）広島平和文化ｾ

ﾝﾀｰ
（国際交流・協力

「姉妹・友好都市の日」の開催及び
「ヒロシマ・メッセンジャー」の運営
（一部再掲）

平成13年度に創設した｢姉妹・友好都市の日｣に市民参加型の交流
行事を実施することにより，市民交流の一層の拡大と市民の国際
意識の高揚を図るとともに，「ﾋﾛｼﾏ・ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ」を募集し，
「姉妹・友好都市の日」の催事に係る企画，立案，進行役などを
行ってもらう。

4,227 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ
（国際交流・協力
課）



市 町 村 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

広 島 市
国際的人権問題講演会の開催（一部再
掲）

国際的人権問題に関する講演会を行う。市民，企業関係者，市職
員の国際理解の促進と多文化共生意識の醸成を図っていく。
講演：「外国人の定住化と21世紀の日本社会」（仮題）
講師：明治大学商学部助教授　山脇啓造（予定）
時期：平成16年2月

737 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ
（国際交流・協力
課）

留学生等との交流・支援事業

①留学生，就学生への自転車貸与
②日本語教育指導者研修会の実施
③他団体との共催事業
　　・市民と留学生とのふれあい交歓会
　　・留学生会館まつり2003
　　・市民と留学生とのふれあいｺﾝｻｰﾄ
　　・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ講座/総合就職ｾﾐﾅｰ等

1,758 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ
（国際交流・協力
課）

ひろしま奨学金支給事業

私費による留学生で，広島市内の大学若しくは大学院に在籍する
学部生，大学院生若しくは研究生でかつ広島市内に住居する学部
生，大学院生若しくは研究生が，経済的な問題に影響されること
なく学業に専念できるよう支援するため「ひろしま奨学金」制度
を創設し，毎年30人に月額3万円を支給し，支援している。

16,566 （財）広島平和文化ｾ
ﾝﾀｰ（留学生会館）

スポーツ少年団国際・国内交流事業

広島市スポーツ少年団が他都市とのスポーツ交流を通して，相互
理解と友好を深め，親善を図り，スポーツ少年団活動の活性化に
寄与する。
①スポーツ少年団国際交流の実施助成
・広島市空手道スポーツ少年団シンガポール交流（派遣）
・広島市ボウリングスポーツ少年団大邱市交流（受入）
②第30回日独スポーツ少年団同時交流の実施   ほか

2,245 (財）広島市スポーツ
協会

シェイク　ファハド　広島・アジア青
少年
スポーツ交流事業

「ｼｪｲｸ　ﾌｧﾊﾄﾞ　広島・アジアスポーツ基金」の事業のひとつと
して，アジア地域の青少年及び指導者が，広島とスポーツを通じ
ての交流を行い，お互いのスポーツ事情，文化などについて意見
を交換し，相互理解に資するとともにアジア地域のスポーツ界の
更なる発展に寄与することとしている。平成15年度については，
青少年スポーツ交流団の受入事業を実施する。

3,084 (財）広島市スポーツ
協会

呉 市

少年海外派遣事業 呉市の少年（中高校生）を海外に派遣し，訪問国での交流を通じ
て国際的視野を広げることにより社会を担う人材の育成地域社会
の発展を図る。
　人員　：　３０人　（１５人×２班）
　　　　　（他に引率者：２名×２班）
　時期　：　８月　　　行先　：　オーストラリア

11,800
教育委員会
生涯学習課

高校生海外修学旅行事業 修学旅行を海外で実施し，訪問国での交流等を行うことにより国
際的視野を広げる。
   人員 ： １０人  （引率教職員のみ）
   時期 ： １０月     行先 ：  韓国

1,381 市立呉高等学校

全国市町村国際文化研修所派遣研修事
業

語学の習得，国際交流や異文化理解などを通じて職員の国際化対
応能力の育成・向上を図る。人員５名
（本科Ｂコース２，国際化対応コース１，国際交流基礎コース
１，消防職員コース１）

763 人事課

外国青年招致事業
（ＪＥＴプログラム）

外国青年を英語指導助手（ＡＥＴ）として招致し，市内の小中学
校において児童生徒に生の英語に触れさせるとともに，国際交流
に協力する。人員１０名。

57,222
教育委員会
学校教育課

日本語教室くれ事業 在住外国人のために日本語学習の機会を提供する。
　期間：４月～３月の毎週土曜日１８時～，計４８回
　場所：広公民館

960
教育委員会
生涯学習課

たのしいにほんご教室事業 在住外国人のために日本語学習の機会を提供する。
　期間：４月～３月の毎週水曜日１４時～，計４８回
　場所：広公民館

384
教育委員会
生涯学習課

ブラジル籍児童生徒語学指導事業 市内の小中学校に語学指導員を派遣し，ブラジル籍の児童生徒に
語学指導や日常生活上のアドバイスを行う。
年間延べ８０回

720
教育委員会
学校教育課

日本語指導者ボランティア養成講座事
業

日本語教室等で在住外国人に日本語を指導するボランティアを養
成する。 147

教育委員会
生涯学習課

ボランティアスタッフ研修会事業 日本語を指導するボランティアの研修会
42

教育委員会
生涯学習課

技術研修生受入事業 ＪＩＣＡ（国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構）が開
発途上国に対する技術協力の一環として実施する技術研修のう
ち，上水道維持管理業務について，中近東地域からの研修生を受
け入れ，研修を行う。（１０年度開始，経費はＪＩＣＡ負担）

－ 水道局総務課

鎭海市との文化交流事業 ○スポーツ交流事業
　 スポーツ団体を鎭海市へ派遣し，親睦試合等を通じて交流を深
める。
○美術交流事業
   鎭海芸術祭期間中に開催される美術展に呉美術協会から作品を
出展するとともに，同会員を鎭海市へ派遣し交流を深める。

4,000
秘書広報課（呉市国
際交流協会に事業委
託）

広島県日中親善協会負担金事業 １９８４年の広島県と四川省の友好提携を契機として中国との相
互理解と民間交流の促進を図る。 30 秘書広報課

広島日豪協会負担金事業 日豪両国間の文化と経済の発展に努め，両国間の親善と会員相互
の親善を図る。 20 秘書広報課

呉・温州経済交流協会助成事業 技術研修生の受入れなど，中国温州市と経済技術交流を行ってい
る呉温州経済交流協会の事業を支援する。 1,500 商工観光課

財団法人ひろしま産業振興機構国際部
国際経済交流事業

（財）ひろしま産業振興機構国際部に対し，財政的支援を行う。
608 商工観光課

呉市国際交流協会
補助金事業

姉妹都市との交流事業を始め，地域の国際化事業を積極的に推進
するため，呉市国際交流協会を中心に市民レベルで事業の展開を
図る。

7,700 秘書広報課



市 町 村 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

呉 市

「国際交流広場」
管理運営事業

国際交流に関する情報をはじめ，日本人と外国人との幅広い交流
機会を提供することにより，市民の国際交流についての理解と関
心を深めるとともに，在住外国人を対象とした生活相談を通じて
在住外国人の生活上の利便を図る。
○研修室
　国際交流協会主催の定例教室の他，国際交流を目的とした集会
及び研修等に貸出。
○図書コーナー
　実用図書，語学学習教材，絵本，観光ガイドブック，海外雑
誌，国際交流情報誌，海外新聞等の整備。
○ビデオコーナー管理運営
　全世界対応方式のビデオデッキ２台を含む４台の管理，ビデオ
ソフトの拡充

9,248

○メッセージボード
　国際交流イベントの紹介，市民同士の交流情報を交換
○外国語相談窓口
　英語，ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語による相談窓口の設置，相談員の配置
○情報誌の発行
　在住外国人向け情報誌「GLOBAL FRIENDSHIP ACCESS」の発
行（英語版・ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語版各2,000部，年２回）

秘書広報課

国際交流協会事業 異文化交流事業 (870)
　①異文化理解・国際交流に関する講演会

　②外国料理講習会

　③異文化教室

　④日本文化体験教室

　⑤国際交流フェスタ

　⑥グローバルスポーツフェスタ（国際合同運動会）の開催

教室等開催事業 (1,090)
　①漢字教室（外国人向け）

　②ふれあい朝鮮文化教室

　③教室中国漫遊紀行

　④英語ワクワク体験教室

　⑤ブラジル会話教室

ブレマトン市との交換学生事業 (2,400)
　①呉市の高校生３名をブレマトン市へ派遣

　②ブレマトン市の高校生３名を受け入れ

各国からの訪問団の歓迎 (300)
　①元英連邦軍兵士一行の呉訪問（秋頃）

　②その他外国訪問団の歓迎

鎭海市との交流事業 (4,450)
　①スポーツ交流

　②美術交流

　③鎭海市模範運転者研修団の受入れ

　④その他訪問団との交流

広報・研究活動 (220)
　①呉市国際交流協会ニュース「協会だより」の発行

竹 原 市 外国青年招致事業
急速な国際化時代到来のなかで，国際社会に生きる青少年の育成
をめざしかつ教職員の英語指導における資質向上並びに生徒の英
語力と国際理解の深化を目的とする。

10,329 学務課

　人数：2名（外国語指導助手）

　時期：通年

三 原 市 伝統文化保護育成事業
三原やっさ祭りで留学生を中心とした国際交流チームを結成し，
踊りに参加する。

725 商工観光課

　人数：120名

　時期：8月10日

国際交流ＪＯＹＦＵＬフェスタｉｎみ
はら

市内及び近郊に住む留学生などとの交流により国際感覚を養成す
る。

150 生涯学習課

（国際交流交歓会） 　人数：150名

　時期：平成16年3月（予定）

国際交流ボランティア養成講座
語学学習や視聴覚教材を通じて異文化を理解し，国際化時代に対
応する知識と能力を習得する。

380 生涯学習課

　語学講座　英語・中国語・ハングル

　人数：200名

　時期：年間

英会話教室
国際化の進む中で，市内及び近隣地域在住の勤労青少年と外国人
との国際交流を図る。

68 青少年女性課

　人数：20名

　時期：4月4日～平成15年3月31日　

　　　　　週1回(毎月4回）

国際理解教育推進事業
外国語指導助手（ALT）を4名配置して定期的に市内の小学校及び
中学校を訪問し，教職員の英語指導の資質の向上並びに生徒の英
語力と国際理解の深化を図る。

19,919 学校教育課

　人数：4名

　時期：通年

尾 道 市 尾道市国際交流推進協議会支援事業
尾道市国際交流推進協議会への支援を行い，市民レベルでの国際
交流を推進する。

2,160 秘書広報課

尾道市青少年海外派遣事業
青少年の海外派遣研修を促進し，国際理解を一層深めるため，研
修に要する経費の一部を助成する。

100
尾道市国際交流推進
協議会（秘書広報課
内）



市 町 村 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

因 島 市 青少年国際交流事業 韓国からの青少年を受け入れ，交流を深める。 400 生涯学習課
　人数：24名

　時期：8月頃

外国青年招致事業

外国人指導助手（ALT)を配置し，中学校の英語力及び英語教育の
質の向上とともに，小学校においても，外国青年との「ふれあ
い」により国際理解教育を推進し，また，児童・生徒のｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ能力の育成を図る。

10,578
教育委員会
学校教育課

　人数：2名

福 山 市
ふくやま国際交流協会事業

・協会情報紙の発行（年4回発行配布）
・外国語情報紙の発行（英語・中国語）
・ﾘﾋﾞﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ（英語・ポルトガル語・中国語）作成配布
・異文化理解交流事業（国際料理教室，異文化交流会・講座等）
・在住外国人向け「日本語教室」の開催（初級日本語教室[毎週日
曜日14:00～15:30]，日本語指導ボランティアによる日本語個人指
導等）

5,463
ふくやま国際交流協
会

ふくやま国際交流協会 各種国際交流事業　会員：個人363人，団体35 1,603 秘書広報課

外国青年招致事業 国際交流員の招致 6,524 秘書広報課

国際理解推進事業
世界の民俗・文化への国際理解を深めるため，国際理解講演会を
開催する。
　時期：平成15年2月上旬

1,097 秘書広報課

人権平和資料館常設展示解説用ＭＤ
ハングル版制作業務

人権平和資料館常設展示の解説用ＭＤﾊﾝｸﾞﾙ版の制作
　　1階　平和部門　「福山空襲の実相と戦時下のくらし」
　　2階　人権部門　「部落の歴史と解放のあゆみ」

430 人権推進課

善意通訳・ホームビジット運営事業
福山市を訪れる外国人観光客の言葉の障壁を解消する。市民の家
庭を訪問する機会を提供することにより，日本の文化を正しく理
解してもらう。

500
観光課
（委託先：(社)福山市
観光協会）

登録人数：96名

中国帰国者自立指導事業
福山市に居住する中国帰国者等に対し，日常生活における助言，
指導等を行う。

925 福祉総務課

　人数：自立指導員9名

　時期：通年

健康診査受診勧奨
外国人登録者名簿より40歳，45歳，50歳，55歳，60歳，65歳の対
象年齢に受診勧奨通知を実施している。

- 健康推進課

健康診査時のポルトガル語通訳 1歳6ヵ月児健康診査・3歳児健康診査時のポルトガル語通訳 3 健康推進課

在住外国人対策事業
○在住外国人生活アドバイザー業務：市内に居住する外国人に対
し，日常生活上の助言や，日本語とポルトガル語，スペイン語圏
の通訳を行う。

6,524 市民生活課

時間：月曜日～金曜日　 8:30～17:15

場所：福山市市民生活課

○ポルトガル語版ニューズレター発行
　　毎月1回発行　750部（A4判6ﾍﾟｰｼﾞ）

防火研修会
中国上海服装技術研修生に対し，通報，初期消火，避難方法，火
災予防の留意事項等の研修を実施している。（相手方の要望に
よって実施）

- 消防局予防課

英語教育推進事業
小中学校において聞く・話すことに重点を置いたコミュニケー
ション能力の育成を図るとともに国際理解教育を推進する。

24,505
教育委員会
指導課

　人数：英語指導助手　4名

　時期：通年

外国籍児童保護者懇談会
児童が在籍している保育所毎，あるいは近隣の保育所と一緒に会
を開催し，通訳者を介して国の文化・生活習慣・保護者の思いを
知り保育に生かす。年間10回予定。（ポルトガル語・中国語）

60 保育課

府 中 市 外国語指導助手招致事業
外国から外国語指導教員（中学校英語）の招致をして，教育内容
の充実を図る

5,995
教育委員会
学校教育課

　人数：1名

　時期：通年

広島県日中親善協会負担金事業
広島県と四川省の友好提携を契機として中国との相互理解と民間
交流の促進を図る。

30 企画財政課

三 次 市

青年招へい事業 国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構）（JICA)の青年
招へい事業により，バングラデシュ青年を招へいし，ホームステ
イ等を通じて，交流を図るとともに相互理解を深める。

-

　人数：15名

　時期：平成15年7月29日～8月5日

カナダメイプルリッジ市公式訪問事業 カナダとの教育交流10周年を記念し，メイプルリッジ市へ公式訪
問を行う。 1,649

教育委員会義務教育
課

　人数：4名

　時期：平成15年8月17日～8月24日

合唱団交流事業 みよし児童合唱団が昨年日米草の根交流サミットで受入したコロ
ラドスプリングス児童合唱団及びカナダと教育交流を実施してい
るメイプルリッジ市を訪問し，当該地の児童合唱団と音楽交流を
行う。

1,620
たのしいまちづくり
課（(財)三次国際交流
協会）

　人数：30名

　時期：平成15年8月17日～8月24日

バングラデシュ教育交流事業 三次市バングラデシュ交流委員会が，バングラデシュの山間地に
子どもを教育交流事業の一環として派遣する。 1,078

　人数：10数名

　時期：平成15年8月17日～8月24日

たのしいまちづくり
課（(財)三次国際交流
協会）

たのしいまちづくり
課（(財)三次国際交流
協会）



市 町 村 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

三 次 市

日加教育国際交流事業 市内中学校及び高校生とカナダメイプルリッジ市の中等学校の生
徒を相互に派遣し，カナダでの体験をするとともに，カナダから
の学生を受け入れ，ホームステイを中心として異文化や教育を体
験，学習する。

1,070
教育委員会義務教育
課（日加教育国際交
流会）

　訪問人数：約10名

　訪問時期：平成15年10月下旬

　受入人数：約10名

　訪問時期：平成15年11月上旬

在住外国人のための生活相談事業 市内及び近隣町村に在住する外国人を対象に，生活相談を実施。
　時期：毎週木曜日

240

たのしいまちづくり課
（(財)三次国際交流協
会）
かがやくひとづくり課

国際交流・協力ボランティア募集事業 通訳，翻訳，ホームステイ等のボランティアを募集。
　時期：通年 -

たのしいまちづくり課
（(財)三次国際交流協
会）

庄 原 市 庄原市市民友好訪問団派遣事業
友好提携先の中国四川省綿陽市政府へ市民友好訪問団を派遣し，
市民レベルでの相互理解・親睦を図る。

1,369 企画課

　人数：12名

　時期：未定

庄原市青少年訪問団派遣事業
友好提携先の中国四川省綿陽市へ小学生を派遣し，児童・学校等
との交流を通じて，相互理解・親睦を図る。

4,870 教育委員会教育課

　人数：17名

　時期：7月27日～8月1日

庄原市友好訪問団派遣事業
友好提携先の中国四川省綿陽市へ市・議会関係者を派遣し，市・
議会との交流，市内施設の視察・見学によって相互理解・親睦を
図る。

1,440 企画課

　人数：5名

　時期：10月

綿陽市友好訪問団招聘事業
友好提携先の中国四川省綿陽市から訪問団を受け入れ，市・議
会，市民との交流，市内施設の視察・見学によって相互理解・親
睦を図る。

1,179 企画課

　時期：未定

田園文化センター国際理解事業
語学研修・各国のあそびを通じて国際理解を深め，国際交流の推
進を図る。（中国語講座，中国の言葉とあそび，英語であそぼう
等）

434
教育委員会生涯学習
課（庄原田園文化ｾﾝ
ﾀｰ）

　対象人員：20～40名

　時期：年間

青年招へい事業
国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構）の青年招へい事
業により，ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ青年を招へいし，ホームステイ等を通じ
て，交流を図るとともに相互理解を深める。

139
市民生活課
（しょうばら国際交
流協会）

　人数：15名

　時期：平成15年7月29日～8月5日

外国人のための相談窓口設置
定住外国人や留学生など，居住外国人の相談窓口を設置し，日本
語教室の運営，悩みごと相談，情報提供等の生活支援を行う。

2,264 市民生活課

青少年海外研修事業 しょうばら国際交流協会事業への補助 1,180 市民生活課

・市内中学生を対象に，オーストラリアでの英語研修とホームス
テイの体験への助成

・実業高校単独事業「砂漠緑化計画」への助成

大 竹 市 大竹国際交流協会運営補助事業 大竹国際交流協会が行う国際交流事業の運営に対して補助する。 490 企画課

英語指導助手招致事業 市内中学校で英語科教師の補助をする外国人助手を招致する。 5,383
教育委員会
総務学事課

東 広 島 市 総会、幹事会の実施 東広島市国際化推進協議会の総会，幹事会を実施する。 30
東広島市国際化推進
協議会

国際交流ボランティア事業
ホームスティ，ホームビジット，ワンペア日本語レッスン，通訳
ガイド，翻訳，文化紹介・指導，事業協力の7分野のボランティ
ア登録者募集と紹介

50
東広島市国際化推進協
議会（委託：東広島市
教育文化振興事業団）

国際交流ボランティア講座
国際交流ボランティアに対する関心と理解を深めることを目的と
した講座

100
東広島市国際化推進協
議会

国際交流研修会
東広島市国際化推進協議会会員，国際交流ボランティア，市民対
象の研修会

100
東広島市国際化推進協
議会

日本語教室の開催
市内在住の外国人を対象
毎週水曜日10：00～12：00  ：3クラス（初級I，II，中級）
毎週木曜日19：30～21：00  ：1クラス（初級I）

1,720
東広島市国際化推進協
議会（委託：東広島市
教育文化振興事業団）

コミュニケーションコーナーの運営
東広島市民文化センター（サンスクエア東広島内）1階に市内在
住の外国人の方へ情報提供および英語による相談窓口を設置

6,597
企画課（委託：東広島
市教育文化振興事業
団）

外国人相談窓口の設置
市内在住の外国人を対象とした相談窓口を開設
ポルトガル語・スペイン語 週２回（水・土）
中国語 週１回（水）

731
東広島市国際化推進協
議会（委託：東広島市
教育文化振興事業団）

広報紙のテレホンサービス
毎月発行される広報「東広島」の一部を英語，ポルトガル語およ
び中国語によって紹介し，翻訳版のコピーを配布する。

549
東広島市国際化推進協
議会（委託：東広島市
教育文化振興事業団）

私費留学生奨学金支給
東広島市内在住の私費留学生を対象に奨学金を支給する。（月額
3万円を3名に）

1,080
東広島市国際化推進
協議会

外国人交流事業
交流イベント等を通じ，市民と市在住の外国人の交流の場を設け
る。

200
東広島市国際化推進協
議会（委託：東広島市
教育文化振興事業団）

盆踊り大会への参加
盆踊り大会に市内在住の外国人とともに，「国際化推進協議会
チーム」を結成して参加する。

50
東広島市国際化推進
協議会

多文化交流サロン
市内在住の外国人と市民の気軽な交流の場を設け，相互理解を深
める。

100
東広島市国際化推進
協議会
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（千円）
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東 広 島 市 友好都市との交流 友好提携都市（中国四川省徳陽市） への定期訪問団の派遣 3,405 企画課

友好都市との教育交流
友好提携都市（中国四川省徳陽市）の小学生を受入れ、両市の小
学生の交流を図る。

980 教育委員会指導課

職員外国語研修 職員の語学力向上を目的とした研修 165 職員課

職員海外派遣研修 職員の国際感覚の高揚，視野の拡大を目的とした研修 1,129 職員課

職員の国際化対応能力向上研修
地域における在住外国人への対応などの政策課題を中心として，
職員の国際か対応能力の向上を図る

89 職員課

広島大学留学生等の派遣
広島大学の留学生等を市内の小中学校に派遣し，英会話指導，母
国の文化等の照会を通じて，児童・生徒との交流を図るととも
に，国際意識の高揚を図る。

332 教育委員会指導課

外国青年招致事業
市内中学校へ英語指導助手を派遣し，生徒の英語力の向上を図
る。

11,067 教育委員会指導課

JICA中国国際センターの研修コースの
実施

国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構）の研修を実施す
る。
○ カンボジア地方自治体行政コース（第5回）
○ 生活排水処理計画コース（第2回）

340 企画課

留学生地方行政研修員雇用
大学の留学生の行政での実務体験を通じた学習の機会を提供する
とともに職員の国際理解を深める。

1,584 職員課

廿 日 市 市 廿日市市国際交流協会支援事業
廿日市市国際交流協会を支援し，市民レベルでの国際交流を推進
する。

3,260 企画調整課

姉妹都市であるニュージーランドのマスタートンにおいて，ホー
ムステイを中心とした学生海外研修を実施し，この費用の一部を
助成する。

1,300 企画調整課

　人数：16名

　時期：8月18日～8月29日

外国青年招致事業 国際交流員の招致 6,852
　人数：1名

国際理解教育理解事業
外国人英語指導助手を招致し，英語科の授業や英会話，国際交流
に関するクラブ活動等において指導にあたらせる。また，中学生
を対象とした英語暗唱大会を開催する。

33,424 学校教育課

外国人のための無料相談会 各種手続き等の相談。 100 企画調整課

海外協力事業 衣料収集 100 企画調整課

姉妹都市啓発事業 姉妹都市であるニュージーランドのマスタートンとの交流・紹介 100 企画調整課

海外訪問団・芸術家との交流 120 企画調整課

府 中 町 府中町国際交流協会補助事業 府中町国際交流協会の事業に対して補助金を交付する。 1,000 地域振興課

海 田 町 国際交流協会補助金事業
国際交流協会の事業に対し補助を行う。（主な事業：会報の発
行，海外視察研修の実施，フェスタひまわりへの屋台出店，国際
親善サッカー大会など）

3,000 企画課

日系人労働者生活相談員設置事業 海田町在住日系人労働者のための生活相談員設置 1,467 企画課

英語指導助手派遣業務委託
町内小中学校へ英語指導助手を派遣し，生徒の英語力の向上を図
る。

5,723
教育委員会
学校教育課

熊 野 町 国際交流事業
ヒューストンチルドレンコーラスのメンバー40名を熊野町に招
き，ホームステイを中心とした交流を行う。

150 企画課

　時期：10月11日～14日

熊野町ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ人材育成事業
今後の国際社会に対する人材を育成するため，町民を海外に派遣
する。（今年度はハワイ（ｱﾒﾘｶ合衆国）を予定）

4,192 企画課

　人数：15名程度

　時期：8月下旬(4泊6日）

坂 町 南加坂郷友会広報郵送事業
アメリカ・カルフォル二ア州の坂町出身者で結成されている南加
坂郷友会との交流事業の一つとして，町広報を毎月30部郵送し，
郷里の情報提供を行っている。

42 企画財政課

　時期：通年

坂町海外研修事業

一般の観光旅行では体験できない韓国におけるまちづくり研修
（教育事情，行政改革，社会経済，福祉等），文化・歴史につい
ての研修並びに現地の人達等との相互交流が図られる体験視察研
修

3,000 生涯学習課

　人数：25名

　時期：8月23日～27日

江 田 島 町 高校生語学研修 青少年の国際感覚を醸成するため，海外へ派遣する。 2,520 教育委員会
　人数：高校生5名

　時期：3月

外国青年招致事業
交流員が町民への語学指導を行うとともに，幅広い交流を通じて
異文化理解を深め，国際意識の高揚を図ることを目的とする。

4,395 教育委員会

　人数：1名（国際交流員）

　時期：通年

急速な国際化時代到来のなかで，国際社会に生きる青少年の育成
をめざし，かつ教職員の英語指導における資質向上並びに生徒の
英語力と国際理解の深化を目的とする。

4,959 教育委員会

　人数：1名（外国語指導助手）

　時期：通年

音 戸 町 外国青年招致事業 英語指導助手が小学校・中学校で英語の指導を行う。 8,831 教育委員会
　人数：2名

　時期：通年

蒲 刈 町 英国留学英語研修事業
町内の中学1年生を対象に，希望者全員を全額町負担で，語学研
修とホームスティ体験を行う。

9,428 教育委員会

　人数：対象者14名

　時期：7月中旬～8月中旬(１ヶ月間）

企画調整課

姉妹都市提携交流事業



市 町 村 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

蒲 刈 町 子ども国際教室
ひろしま国際センターから留学生・国際交流員を講師に招き，小
学生を対象に，外国の地理・言葉・食生活などをゲームを通して
楽しく学ぶ。

40 教育委員会

　人数：83名

　時期：10月上旬

英会話教室 英語指導助手により，町民を対象に英会話指導と交流を図る。 - 教育委員会
　人数：7名

　時期：通年（毎週火曜日）

外国青年招致事業
英語指導助手が町内の保育所・小学校・中学校で英語の指導を行
う。

5,096 教育委員会

　人数：1名

　時期：通年

蒲刈町呉・安芸地区中学生英語暗唱大
会

呉・安芸地区の中学生と蒲刈町の中学生が英語を通じての交流の
場を設けるとともに，日頃の英語教育の成果を発表し，国際化に
向けての人材育成する。

1,205 教育委員会

　人数：40名

　時期：11月予定

湯 来 町 語学指導を行う外国青年招致事業
外国語指導助手を中学校に配置し，外国語授業の補助を行う。ま
た，週1回，各小学校を巡回し，外国語会話や外国圏文化の学習
を行う。

5,903 教育委員会

　人数：1名

　時期：通年

宮 島 町 こども国際教室
小学校の全児童を対象に，簡単な外国語を習得したり，異文化の
理解を深め，国際感覚の高揚を図る。

50 総務課

　人数：78名

　時期：11月

能 美 町 能美中学校海外研修
中学校３年生の希望者を韓国に派遣し，海外の学校と交流を深め
ることにより，国際感覚豊かな人材を育成する。

3,744 教育委員会

　人数：生徒47名，教師7名（予定）

　時期：9月または11月（SARSの状況改善があれば）

外国青年招致事業
英語指導助手を1名配置し，町内３小学校及び中学校で英語指導
や文化の紹介にあたる。

5,857 教育委員会

英会話教室
国際化に対応するため，英語指導助手により，町民を対象に開設
する。

- 教育委員会

　時期：毎月第１～第４水曜日

沖 美 町 青少年海外派遣事業
町内中学生を対象にオーストラリアに派遣し，国際交流をはか
る。

3,500 教育委員会

　派遣人数：生徒6名，教師1名

　時期：8月中旬

外国青年招致事業
英語指導助手を1名配置し，町内の小学校，中学校で英語の指導
や文化の紹介にあたる。

6,568 教育委員会

英会話教室
国際化に対応するため，英語指導助手により，町民を対象に開設
する。

30 教育委員会

加 計 町 外国青年招致事業 国際交流員を１名招致 3,840 教育委員会教育課
・加計町民運動会

・町民広報へ原稿掲載

・英会話教室

・町内保育所交流

・加計高等学校交流

・町内地域交流

・国際ふれあい会運営及び活動

筒 賀 村 ホームステイ事業
直接諸外国の人と交流することにより，国際的な理解と親善を深
めることを目的として，広島大学への留学生5名を対象に村内の
小学生家庭が受け入れ，2泊3日の交流をする。

163 教育委員会

　人数：5名

　時期：8月上旬

戸 河 内 町 国際交流員設置事業
町内の幼稚園･小学校・中学校や一般町民への英語指導や文化の紹
介にあたり，国際交流を図る。

5,090 教育委員会

　人数：1名

　時期：通年

芸 北 町 語学指導等を行う外国青年招致事業 ＡＥＴを招いて，小中学校での英語指導を行う。 4,948 教育委員会
　人数：1名

　時期：通年

県立加計高等学校芸北分校
振興補助事業

町内唯一の高校の海外研修事業を補助し，国際感覚を養うととも
に，同年代との国際交流を図る。

1,820 総務課

吉 田 町 吉田町子ども国際教室

外国人と一緒に会話や遊びをとおして，簡単な外国語の取得や，
異文化間コミュニケーションを促し，また，日本における伝統・
文化についての知的好奇心や興味を喚起し，国際化に柔軟に対応
できる人材育成を目指す。

70 教育委員会

　対象：小学校4・5・6年生

国際交流団体育成事業
国際化に対応できる人材育成を目的に，各種国際交流事業を実施
している民間団体に対して財政的な支援を行う。

100 教育委員会

国際／外国語教室
本格的な外国語教室ではなく，初心者を対象とし，外国語の修得
を通して異文化への理解を深めてもらう。幅広い年齢層へ向けた
親しみやすい交流を目指す。

360 教育委員会

　対象：一般町民

外国青年招致事業
外国語指導助手を招致し，小中学校の外国語教育を通じて，語学
力の向上と国際理解を深める。

5,887 教育委員会

八 千 代 町 英語指導助手招致事業
英語指導助手を１名配置し，保育園，幼稚園，小学校，中学校等
で英語指導や文化の紹介にあたる。

4,378 教育委員会
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予算額
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高 宮 町 姉妹校・交流校文化交流事業

町内小中学校と姉妹町内の姉妹校･交流機関での双方児童･生徒に
よる絵画･ビデオ等の交換交流。児童･生徒の異文化理解と自国文
化に対する意識の向上を図る。また，特色ある学校づくりに寄与
する。
　人数：５００名（対象）
　時期：随時

20 教育委員会

セルウィン町親善訪問団受入事業

姉妹町セルウィン町からの訪問団の受入。ホームステイをはじめ
町民との草の根交流の推進と両町の友好親善を図る。
　人数：５～１０名
　時期：９月（１週間程度）

10 教育委員会

平和のメッセージ交換
世界の恒久平和を願い，姉妹町両町間で原爆記念日に平和のメッ
セージの交換を行う。
時期：８月６日

　　　　－ 教育委員会

外国青年招致事業

英語指導助手（AET）を招致し，中学校における語学指導を行
い，生徒の語学力の向上を図る。町内の保育園･小学校にAETを派
遣し，幼児･児童が外国人に触れあう機会を提供し，国際感覚の向
上を図る。
　人数：１名
　時期：通年

5,711 教育委員会

日韓青年交流事業

町青年会組織と共催で，韓国青年のホームステイ受け入れを行
う。
　人数：約２０名（受入人数）
　時期：８月（２泊３日）

300 教育委員会

日本語教室

在住外国人を対象とし，日本語指導並びに日本の生活について相
談に応じ，誰もが住みよい町づくりをめざす。
　人数：１０名
　時期：通年

154 教育委員会

英会話教室（一般町民）

AETによる一般町民を対象とした英会話教室を開設し，町民の国
際理解と英会話能力の向上を図る。
　人数：２０名
　時期：通年

20 教育委員会

英会話One Point Lesson

役場職員を対象に，毎朝朝礼時にAETによる英会話指導を行い，
国際化に対応できる町職員の育成を図る。
　人数：８０名
　時期：通年

20 教育委員会

高宮町ニュージーランド連絡事務所
開設事業

姉妹町セルウィン町との姉妹町交流を推進するため，両町間の連
絡調整を目的とした連絡事務所を隣接のクライストチャーチ市に
開設。
　人数：２名
　時期：通年

600 教育委員会

国際交流推進助成事業

町内在住の新婚夫婦を対象とし，町長の特使として姉妹町セル
ウィン町へ派遣。両町の友好親善と町民の意識の高揚を図る。
　人数：１組
　時期：随時

100 教育委員会

高宮町青少年セルウィン町派遣事業

町内の中高校生を対象として，姉妹町セルウィン町に派遣し，国
際感覚に満ちあふれた青少年の育成を図る。
　人数：１４名（引率２名含む）
　時期：３月（１週間程度）

2,499 教育委員会

高宮町民セルウィン町派遣事業

一般町民を対象として，姉妹町セルウィン町に派遣。国際化に対
応できる地域のニューリーダーの育成と両町の友好親善を図る。
　人数：９名（引率１名含む）
　時期：１１月（１週間程度）

1,207 教育委員会

国際交流協会活動助成

町民の国際交流推進を目的に結成された，たかみや国際交流協会
への活動助成。
　人数：約５０名（構成人数）
　時期：通年

50 教育委員会

甲 田 町 国際理解講座事業
学校の児童・生徒に対し，学校教育の特定分野（語学等）に関す
る指導助言にあたる。

2,688 教育委員会

　人数：1名

　時期：通年

向 原 町 英語指導助手招致事業
英語指導助手を1名配置し，小学校及び中学校等で英語指導や文
化の紹介にあたる。

5,562 教育委員会

　時期：7月31日から１年間

黒 瀬 町 外国青年語学指導者招致事業
英語指導助手を小･中学校に各１名招致し，児童・生徒の英語教育
の充実を図るとともに，英会話教室や交流により，国際的な知識
や理解を深める。

11,018 学事課

　人数：2名

福 富 町 青年海外派遣事業

社会の国際化の進展に対応して，福富町青年の海外に対する関心
を高め，次代をリードする人材を育成するとともに，国際交流へ
と展開させることを通じて，福富町の活性化を図る。　満18才以
上50才未満の町民で，研修経費の80％（限度額40万円）を助成。

1,400 教育委員会

　人数：3～5名

豊 栄 町 語学指導等を行う外国青年招致事業

外務省，文部科学省，総務省及び財団法人自治体国際化協会の協
力の下に，地方自治体が実施している事業である。小・中学校，
社会教育における外国語教育の充実と，外国青年との交流による
地域レベルでの国際化を目指している。

5,580 学校教育課

　人数：1名

　時期：平成14年7月27日～15年7月26日

本 郷 町 外国青年招致事業
外国語指導助手を招致し，中学校における英語教育の充実を図る
とともに，小学校・幼稚園では，訪問による交流を通じて，国際
理解を深める。

4,882 教育委員会
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本 郷 町 英会話教室
国際化に対応するため，町民を対象に英会話教室を3講座開設す
る。

216 教育委員会

　人数：各25名

　時期：通年

中国語教室
国際化に対応するため，町民を対象に中国語教室を2講座開設す
る。

216 教育委員会

　人数：各25名

　時期：通年

国際交流団体補助事業
町内国際交流団体を補助し，町民レベルでの国際交流を推進す
る。

140 教育委員会

安 芸 津 町 ふれあい国際交流会
安芸津町に研修施設のある学校法人加計学園の海外交流協定校の
学生の来町に合わせて，交流会実行委員会の主催で交流会を開催
し，安芸津町の伝統文化芸能等を通して交流を図る。

130 総務課

　人数：約100名

　時期：7月上旬

外国青年招致事業
外国語指導助手を招致し，小中学校の外国語教育を通じて，語学
力の向上と国際理解を深める。

6,209 教育委員会

　人数：1名

　時期：1年間

安芸津町青少年海外派遣研修事業

安芸津町の青少年を海外に派遣し，学校訪問やホームステイなど
を通じて，訪問国の青少年の生活環境や，民族･文化･言語･習慣の
違いを乗り越えて人間として共感することを学び，国際的視野を
広げる。また，日本や日本文化を紹介し，訪問国の青少年との相
互の友好と理解を促進することを目標とする。

1,571 教育委員会

　人数：5名

　時期：7月下旬～8月上旬

安 浦 町 子ども国際交流教室
町内在住の外国人を講師に招き，町内の子ども達との文化交流事
業。

50

　人数：40名

　時期：7月下旬～8月上旬

日本語教室
町内在住の外国人を対象とした生活に密着した日本語教室。講師
は町内ボランティアより毎週１回開催。

- 教育委員会

　人数：15名

英会話教室
英会話専門講師による町民を対象にした英会話指導（中級程度）
と参加者間の交流をはかる。

168
教育委員会
(生涯学習振興財団)

　人数：30名

　時期：第2，4金曜日（毎月）

海外派遣研修事業
カナダ・カルガリー市に本町青少年が訪問し，ホームステイを通
して文化交流を促進するとともに，その国の生活事情を体験しな
がら異文化価値観の理解と国際感覚の養成をはかる。

4,545 教育委員会

　人数：13名

　時期：7月23日～8月1日

海外中高生吹奏楽ホームステイ
受け入れ事業

オーストラリアシドニーにおけるヤマハ音楽コンテストで金賞に
選ばれた吹奏楽部中高生40名が音楽やホームステイを通して交流
をはかる。

- 教育委員会

　人数：45名

　時期：9月28日～10月2日

川 尻 町 海外派遣研修事業
青少年（中･高校生に相当するもの）を外国に派遣し，ホームステ
イや学校訪問などを通して，訪問国の諸事情や文化を学習し，子
供たちの国際的視野を広げる。

2,857 教育委員会

　人数：10名

　時期：7月末～8月初

外国青年招致事業
英語指導助手を招致し，中学校における語学指導及び小学校･保育
所訪問を通じて，国際感覚の向上，知識理解を深める。

5,439 教育委員会

　人数：1名

　時期：7月30日から２年間

公民館英会話教室 日常会話を中心に，英語指導助手による楽しい英会話。 - 教育委員会

　人数：30名

　時期：毎週月曜日，第2・4木曜日

豊 浜 町
豊浜町まちづくり担い手育成基金
活用事業

国外研修(視察研修，海外事情等視察研修）に対し,旅費の50％を
助成

- 企画振興課

人材育成事業
 （青少年国外研修派遣事業）

中学生を対象に海外へ派遣し，国際感覚豊かな人材を育てる。 545 教育委員会

外国青年招致事業
英語指導助手を招致し，中学校における語学指導及び小学校・保
育所訪問を通じて，国際感覚の向上，知識理解を深める。

4,518 教育委員会

　人数：1名

大崎上島町 外国青年招致事業
英語指導助手の招致。中学校では，英語教師とともに語学指導を
行う。小学校では，英語に親しみながら国際理解を深める。

12,408 教育委員会

　人数：3名（8月以降2人）

　時期：通年

瀬 戸 田 町 瀬戸田町青少年海外交流事業
町内小学生を対象に公募し，タイ国カセサート大学付属学校の児
童との交流を行う。双方の家庭で，2週間のホームステイを行
う。

3,035
教育委員会
社会教育課

　派遣：児童6名，教諭2名　7月27日～8月11日

　受入：児童6名，教諭1名　10月5日～10月19日

外国青年招致事業
国際交流員（CIR）を招致し，国際交流活動を通して，住民の意
識の向上，異文化理解を推進する。
英語指導助手（AＬT）を招致し，中学校で語学指導を行う。

10,156
教育委員会
社会教育課

　人数：CIR1名・AＬT1名

教育委員会
(生涯学習振興財団)



市 町 村 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

瀬 戸 田 町 国際交流イベント推進事業
地域在住の外国人，留学生，英語指導助手を招き，住民と一緒に
イベントを通して交流を深める。

197
教育委員会
社会教育課

・インターナショナルスクール1日体験

・国際交流サマーキャンプ

・パンケーキデイ

御 調 町 人材育成事業
国内・国外を問わず,町が企画したもの又は団体等が企画した研修
に参加する経費の一部を助成する。

4,590 企画振興課

　時期：通年

久 井 町 外国青年招致事業
英語指導助手を招致し，中学校で語学指導を行い，生徒の語学力
の向上を図る。また，町内の保育所・小学校を訪問し，交流を深
める。

5,448 教育委員会

　人数：1名

　時期：通年

向 島 町 外国青年招致事業 小・中学校での英語指導 5,021 学校教育課
　人数：1名

　時期：通年

中学生海外研修事業
中学校2年生を海外へ派遣し，ファームステイや現地校との交流
を通して国際感覚を養い，向島町の将来を担う人材を育成する。

5,568 学校教育課

　人数：中学生16名，随行2名

　時期：8月

甲 山 町 海外青年招致事業（JETプログラム）
外国青年を英語指導助手(AET)として招致し，町内の小・中学校
において児童・生徒に生の英語を触れさせるとともに，国際交流
に協力する。

5,680 学校教育課

　人数：1名

英会話教室
国際化の進む中，住民を対象に日常会話を学ぶとともに，国際交
流を図る。

56 社会教育課

　人数：20人程度

国際交流事業
各地区公民館の学級・サークルと交流する中で，国際的な感覚を
身に付ける。

- 社会教育課

世 羅 町 外国青年招致事業
外国語指導助手（ALT）を招致し，中学校における語学指導，小
学校の訪問を通じて，児童生徒の国際理解の向上を図っている。

5,294 教育委員会

　人数：1名

　時期：通年

国際交流青少年海外派遣等事業
①ケニヤからの留学生の招聘
・陸上競技による交流
・高校生2名

-
世羅高校（世羅高校
国際交流推進会議）

②ケニヤ人講師の招聘
・英語の指導
・陸上競技の指導

- 県教育委員会

英会話教室開設事業
社会教育活動で一般住民を対象とした英会話教室を開設し，語学
指導を通して国際交流や国際意識の向上を図っている。

139 教育委員会

　人数：25名

世 羅 西 町 外国青年招致事業
主として，中学校生徒の英語指導を目的とするが，小学校及び公
民館における英会話指導や地域住民との交流を深める。

4,243 教育委員会

　人数：1名

　時期：通年

外国研修生受入事業
商工会が行う中国からの研修生受入事業に対し，商工会へ補助す
る。

1,000 地域振興課

　人数：11名

　時期：通年

神 辺 町 在日外国人生活相談
町内に在住するブラジル・ペルー国籍の住民の生活全般に渡る相
談や通訳，さらには各部署における行政文書や学校連絡文書等の
翻訳･通訳等。

1,195 住民課

　相談日：毎週火，木曜日 （13:00～17:00）　

　場所：神辺町役場・相談室

豊 松 村 中学校語学研修事業
中学校3年生をオーストラリアへ派遣し，ホームステイによる交
流を通じ，語学力の向上を図る。

4,714 教育委員会

　人数：中学校3年生 19名，引率者 3名

　時期：6月23日～30日

(神)三和町 外国青年招致事業
英語指導助手を招致し，中学校における英語教育の充実を図ると
ともに，英会話教室や小学校訪問等を通じて，国際的な知識や理
解を深める。

5,260 教育委員会

　人数：1名

　時期：通年

上 下 町 青少年及びその指導者海外派遣事業
青少年及びその指導者を海外に派遣し，視察・研修・交流を行
う。

4,785 社会教育課

　人数：21名

　時期：11月

社会教育講師採用事業 中国語講座を開設。 3,818 社会教育課
　人数：1名

　時期：通年

英会話助手採用事業 アメリカ人の英会話指導助手を採用し,英会話教室を開設。 4,006 学校教育課
　人数：1名

　時期：通年

日本語教室開設事業 町内在住の外国人のために日本語教室を開設する。 200 社会教育課
　人数：約20名

　時期：月2回

外国人困り事相談窓口 町内在住の外国人のために相談窓口を開設。 - 社会教育課
　人数：2名

　時期：随時



市 町 村 事  業  名 内        容
予算額

（千円）
主  管  課

中国語教室開設事業 町内在住の方を対象に中国語教室を開設する。 - 社会教育課
上 下 町 　人数：約15名

　時期：週2回

在住外国人労働者のための相談窓口設
置

随時困りごと,悩みごとの相談に応じる - 社会教育課

総 領 町 中学校修学旅行事業

・学校で取り組んだ国際交流の体験をもとに，実際に海外へ旅行
し，現地の人々と交流することによって，より国際理解を深め
る。
・朝鮮半島と日本間の過去の歴史を正しく知り，隣国の仲間とし
て，より建設的な国際関係を築く担い手となる。
　　人数：20名　　時期：5.27～5.30
(※ＳＡＲＳの発生を受け関西方面に変更）

1,397
教育委員会
社会教育係

外国青年招致事業 英語指導助手 5,364
　人数：1名

　時期：通年

甲 奴 町 外国人英語教師招致事業 英語指導助手 5,796
　人数：1名

　時期：通年

第13次サムター郡国際交流訪問団 甲奴町の中学生をｱﾒﾘｶ人家庭にホームステイさせる。 6,169 教育委員会
派遣事業 　人数：35名（引率者5名，生徒30名） 社会教育課

　時期：8月20日～8月27日

君 田 村 外国青年招致事業
英語指導助手を招致し，小・中学校における語学指導指導にあた
る。また，村立文化センターでの英会話教室も主催し，一般村民
との交流も行っている。

4,548 教育委員会

　人数：1名

　時期：通年

国内外研修事業
村づくりを推進する人材の育成に資する国内外の研修事業を実施
する者に対し，補助金を交付する。(限度額：国外 600,000円，国
内 150,000円）

300 企画振興課

布 野 村 外国青年招致事業
英語指導助手を招致し，中学校における語学指導，小学校との交
流，社会教育・生涯学習等での英語教育を通して国際感覚の向
上，知識理解を深める。

5,249 教育委員会

　人数：1名

　時期：通年

作 木 村 人材育成事業
国内外研修事業に参加する者に実費旅費及び宿泊費の1/2を補
助。(限度額：国外 50万円，国内 10万円）

- 農村振興課

吉 舎 町 外国青年招致事業
英語指導助手を招致し，中学校における語学指導，保育所，小学
校との交流，社会教育・生涯学習等での英会話教室を通して，国
際感覚の向上，国際理解を深める。

5,024 教育委員会

三 良 坂 町 日本語教室 定住外国人を対象に，日本語の指導等の教室を開設 100 教育委員会
　人数：4名，指導者1名

　時期：通年

(双)三和町 善菊会奨学金制度
国内・国外研修奨励助成金。町内に本人（保護者）が居住してい
ることを条件に，自己負担額の1/2以内 20万円を限度とする。

2,020 総務課

　時期：通年

西 城 町 西城町海外研修実施事業
西城町に在住する者で，海外における研修をすることにより本町
の発展に貢献できると認められる者に対し，その研修費用のうち
交通費の2分の1を補助する。（限度額10万円）

300 企画振興課

東 城 町 国際理解基礎教育推進事業 小・中学校に英語指導助手を派遣 4,560 学校教育課

口 和 町 日本語教室 町内在住の外国人を対象に，日本語の指導等の教室を開設 - 教育委員会
　人数7名，指導者5名

　時期：毎週金曜日（ただし第2金曜日を除く）

国際交流ホームステイ
広島大学の留学生と町民との国際交流を目的としたホームステイ
の受け入れ

- 教育委員会

　予定時期：11月中旬

高 野 町
庄原格致高等学校高野山分校
振興対策事業

ニュージーランド研修
・英語研修
・ホームステイによる交流

1,500 教育委員会

　人数：5名

　時期：8月4日～20日

外国青年招致事業 英語指導助手を招致し，小・中学校における語学指導にあたる。 4,198 教育委員会
　人数：1名

　時期：通年

比 和 町 外国青年招致事業

広島県総務企画部国際交流室を通じて外国青年を招致している。
中学校の英会話の指導を主として，月1回は各小学校(4) 保育所(1)
を訪問し，交流を深めている。また，毎週火曜日は町民を対象と
した英会話教室を開催している。

5,159 教育委員会

　人数：1名

　時期：通年

　　　　　　　　　　　　　　　　　（広島県総務企画部国際企画室調べ）

教育委員会
社会教育課

教育委員会
社会教育係
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